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【はじめに】 
 本書は、平成 20 年 3 月期（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日）における当社の会社概要、営業の状

況について記載したものです。 

 
【主な記載項目について】 
1. 会社の概況 

「 会 社 の 沿 革 」 ・当社の設立から作成日現在までの沿革を記載しています。 

「 会 社 の 目 的 」 ・定款に記載された当社の目的を記載しています。 

「 事 業 の 内 容 」 ・当社の経営組織、事業の内容について記載しています。 

「 財 務 の 概 要 」 ・平成 20 年 3 月期における資本金、純資産額、営業収益、経常利益等の主要な財

務指標について記載しています。 

「 主 要 株 主 名 」 ・所有株式数の多い株主の氏名、所有株式数等を記載しています。 

「 役 員 の 状 況 」 ・当社の役員の氏名、主要略歴等を記載しています。 

「 従 業 員 の 状 況 」 ・当社の社員数、登録外務員数等を記載しています。 

 
2. 営業の状況 

「 営 業 方 針 」 ・当社の営業方針、企業の特色等について記載しています。 

「当社及び当業界を 
取巻く環境」 

・内外の経済の状況、商品先物取引業界の動向等について記載しています。 

「営業の経過及び成果」 ・当社の平成 19年度における業績について記載しています。 

「 対 処 す べ き 課 題 」 ・当社が対応すべき今後の課題等について記載しています。 

「受託業務管理規則」 ・当社が受託業務の適切な遂行のために定めている社内管理規則を記載していま

す。（改正の都度、追加情報として開示いたします。） 
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3. 経理の状況 
「財務比率」 

純資産額（＊） 
（ａ）純資産額規制比率 

リスク額（＊） 
×100 

＊ 「純資産額」とは、商品先物取引所法第 211 条第 4項において準用する同法第 99条第 7項

に基づく施行規則（以下「施行規則」という。）第 38 条の規定により算出したものです。

また、「リスク額」には、商品市場における自己の計算による取引であって、決済を完了

していないものについての価格変動等により発生し得る危険に対応する額（「市場リスク」

という。）と、商品市場における取引の相手方の契約不履行等により発生し得る危険に対

応する額（「取引先リスク」という。）とがあり、同法第 211 条第 1 項に基づく施行規則

第 99条に規定により算出したものです。 

 「純資産額規制比率」とは、純資産額の、商品市場において行う取引につき生ずる相場の変動その他

の理由により発生し得る危険に対応する額として施行規則で定めるところにより算出した額に対する比

率であり、これが高いほどリスクに対する余裕があると言えます。 

 
総  資  産  額（＊） 

（ｂ）純資産額資本金比率 
資 本 金 

×100 

 

＊ 「純資産額」とは、商品取引所法第 211 条第 4項以外において準用する同法第 99 条第 7項

に基づく施行規則第 38条の規定により算出したもので、上記（ａ）の純資産額とは計算が

異なります。 

資本金に対する純資産額の割合を見るもので、比率が高いほど経営が安定していると言えます。 

 
自 己 資 本 

（ｃ）自己資本資本金比率 
資 本 金 

×100 

資本金に対する取崩し可能な資本を含む自己資本の割合をみるもので、比率が高いほど経営が安定し

ていると言えます。 

 
自 己 資 本 

（ｄ）自己資本比率 
総 資 本 

×100 

 総資本に占める自己資本の割合をみるもので、比率が高いほど経営が安定していると言えます。 

 
自   己   資   本 

（ｅ）修正自己資本比率 
総  資  産  額（＊） 

×100 

＊ 「総資産額」とは、委託者に係る㈱日本商品清算機構又は商品取引所への預託金額と預託

必要額とのいずれか小さい金額及び委託者債権の保全制度に基づいて拘束されている資産

の額を除いたものです。 

 上記の方法で算出された総資産額は実質的に事業資金として使用できないことから、これらの預託金額

を控除した総資産額に占める自己資本の割合をみたものです。 

 
負 債 合 計 額 

（ｆ）負債比率 
純  資  産  額（＊） 

×100 

  

 ＊ 「純資産額」とは、商品取引所法第 211 条第 4 項以外において準用する同法第 99 条第 7

項に基づく施行規則第 38条の規定により算出したもので、上記（ａ）の純資産額とは計算

が異なります。 

 
流 動 資 産 額 

（ｇ）流動比率 
流 動 負 債 額 

×100 

短期間に支払期限の到来する流動負債と短期間に現金化する可能性のある流動資産を対比したもので、

比率が高いほど短期的な支払能力の安定性が高いと言えます。 



  
 

１． 会 社 の 概 況 

 

 ① 会 社 名 等 
 

        商品取引員名         ばんせい証券株式会社 
        代 表 者 名         代表取締役社長 藤 井  史 郎 

        所  在  地     東京都中央区新川一丁目21番２号 茅場町タワー 

        電 話 番 号         03 - 5541 - 7887（代） 
 
           

 

 ② 会 社 の 沿 革   
 

当社は、明治41年に藤井新七商店として創業、京都証券取引所仲買人の免許を受け証券

と米穀の仲買業務を始めました。昭和24年に金新証券株式会社を設立し、同年萬成証券株

式会社と商号を改めました。 

平成11年に萬成プライムキャピタル証券株式会社と商号を変更し、同年、東京工業品取

引所・大阪商品取引所・中部商品取引所等の各商品取引所商品取引員（受託会員）として

許可を受けました。 

平成14年４月には、キングコモディティ証券株式会社と合併いたしました。 

平成15年５月には商品投資販売業の許可を受け、商品ファンドの販売、運用を行なって

まいりました。 

平成17年３月には改正商品取引所法に基づく商品取引受託業許可（平成17・03・16商 

第１号）を受けております。 

平成18年７月に商号をばんせい証券株式会社に変更いたしました。 

平成19年９月に金融商品取引法施行に伴い金融商品取引業登録〔関東財務局長（金商）   

第148号〕をいたしました。 

 

年  月 概              要 

明治41年７月 ・有価証券及び米殻の委託売買を目的として、京都証券取引所から仲買人の免許
を受け、藤井新七が藤井新七商店を創業 

昭和24年３月 
 
    ４月 

５月 
 
６月 

・有価証券の委託売買を目的として、金新証券株式会社を京都に設立   
・資本金100万円  
・商号を萬成証券株式会社に変更 
・京都証券取引所の正会員として加入 
・資本金を150万円に増資 
・資本金を200万円に増資 

昭和27年３月 ・資本金を500万円に増資 

昭和31年10月 ・資本金を1,000万円に増資 

昭和36年９月 ・資本金を3,000万円に増資 

昭和43年４月 ・証券業の免許制実施に伴い、大蔵大臣より証券業免許取得 

昭和48年12月 ・大蔵大臣より外国証券取扱いの認可 

昭和51年５月 ・大蔵大臣より債券現先売買の認可 
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年  月 概              要 

昭和56年10月 ・資本金を4,000万円に増資 

昭和57年10月 ・資本金を6,000万円に増資 

昭和59年10月 ・資本金を1億200万円に増資 

昭和60年10月 ・大蔵大臣より国債先物取引の認可 

昭和62年10月 ・資本金を2億100万円に増資 

昭和63年11月 ・大久保営業所を開設 

平成元年４月 ・資本金を3億5,100万円に増資 

平成３年３月 ・大蔵大臣より引受業務の認可  

平成４年５月 ・大蔵大臣よりＭＭＦの累積投資業務の代理業務の認可 

平成５年11月 ・大蔵大臣よりＭＭＦと中期国債ファンドのキャッシングの兼業業務の認可 

平成８年４月 ・資本金を5億100万円に増資 

平成10年10月 ・資本金を9億7,825万円に増資 

平成11年２月 
４月 
６月 
 
７月 
11月 
 
12月 

・商号を萬成プライムキャピタル証券株式会社に変更 
・東京支店を新宿区に開設 
・通商産業大臣より東京工業品取引所：石油市場・貴金属市場、 
大阪商品取引所：綿糸市場・ゴム市場・天然ゴム指数市場の商品取引員の許可 
・大阪支店を開設 
・農林水産大臣より中部商品取引所：畜産物市場の商品取引員の許可 
・証券業が免許制から登録制に移行 
・通商産業大臣より中部商品取引所：石油市場の商品取引員の許可 

平成12年１月 
平成12年５月 

５月 
 
 
 
６月 
７月 
 
 
12月 
 

・金沢支店、高松支店を開設 
・静岡支店を開設 
・東京支店を新宿支店に名称変更し、新たに中央区に東京支店を開設 
・盛岡支店を開設 
・宇都宮支店を開設 
・熊本人吉支店を開設 
・通商産業大臣より大阪商品取引所：アルミニウム市場の商品取引員の許可 
・本店を東京へ移転（東京支店を本店とする）、京都本店を京都支店に名称変更 
・農林水産大臣より関西商品取引所：農産物市場・農産物飼料指数市場の商品取
引員の許可 
・通商産業大臣より東京工業品取引所：ゴム市場・アルミニウム市場の商品取引
員の許可 

平成13年４月 

５月 

６月 

８月 

・米子支店を開設 

・農林水産大臣より横浜商品取引所：農産物市場の商品取引員の許可 

・農林水産大臣より横浜商品取引所：繭糸市場の商品取引員の許可 

・横浜支店を開設 

平成14年３月 

４月 
 
 
 

 

・大分支店を開設 

・キングコモディティ証券株式会社と合併(資本金15億5,825万円) 

  同社から、東京穀物商品取引所：農産物市場、関西商品取引所：砂糖市場及び

福岡商品取引所：農産物市場の商品取引員たる地位を継承 

・京都支店を京都二条支店に名称変更 
・大久保営業所を宇治営業所に名称変更 
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年  月 概              要 

平成14年４月 

 

 

 

 

８月 

      

９月 

11月 

12月 

・キングコモディティ証券株式会社の大阪本社を当社の大阪支店に統合し、以下

の支店及び営業所を当社の支店及び営業所として新たに開設 

・札幌・仙台・日本橋茅場町・松本・新潟・名古屋・京都四条・広島・福

岡支店 

   ・北大路営業所 

・経済産業大臣より大阪商品取引所：ニッケル市場、農林水産大臣 

 より関西商品取引所：水産物市場の商品取引員の許可 

・大阪証券取引所正取引資格取得 

・関東財務局長より金融先物取引業の許可 

・両替（通貨の売買）業務開始 

平成15年５月 

７月 

８月 

・金融庁長官･農林水産大臣･経済産業大臣より商品投資販売業の許可 

・商号を入や萬成証券株式会社に変更 

・商品ファンド“よろず”ファンドシリーズの販売開始 

平成16年２月 

 

８月 

10月 

 

11月 

・京都二条支店に３店舗（京都四条支店、北大路・宇治営業所）を統合、京都支

店に名称変更 

・札幌、盛岡、松本、静岡、広島、高松、熊本人吉、大分の８支店閉鎖 

・仙台、宇都宮、日本橋茅場町、新潟、金沢、米子、福岡の７支店閉鎖 

・米国シカゴに投資顧問会社(IBS Capital Management,Inc.)を設立 

・外国為替保証金取引業務開始 

平成17年３月 

９月 

        11月 

    11月 

        12月 

・改正商品取引所法に基づく商品取引受託業許可 

・東京金融先物取引所「くりっく３６５」取扱開始 

・中部商品取引所の畜産物市場、鉄スクラップ市場脱退 

・大阪商品取引所のニッケル市場脱退 

・福岡商品取引所の受託業務廃止 

・関西商品取引所の農産物、水産物、砂糖、農産物飼料指数市場脱退 

・横浜支店閉鎖 

平成18年２月 

平成18年４月 

平成18年７月 

平成18年12月 

・新宿支店閉鎖 

・萬成パートナー投資顧問株式会社（現みやこインベストメント株式会社）設立 

・ばんせい証券株式会社に商号変更 

・札幌支店を開設 

平成19年４月 

８月 

10月 

11月 

・投資顧問業登録〔関東財務局長 第1687号〕 
・札幌証券取引所一般正会員加入 

・金融商品取引業登録〔関東財務局長(金商)第148号〕 
・東京穀物商品取引所脱退 
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③ 会 社 の 目 的 
 
 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

１．有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引 

２．有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引

の媒介、取次ぎ又は代理 

３．有価証券の市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプショ

ン取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理ならびに外国有価証券市場における有価証券の売買取引

又は外国市場証券先物取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 

４．有価証券の引受け及び売出 

５．有価証券の募集又は売出の取扱 

６．有価証券の私募の取扱 

７．累積投資業務に係る代理業務 

８．証券仲介業務 

９．その他証券業に関連する代理業務 

10．商品取引所法の適用を受ける上場商品（商品指数、オプションを含む）の売買、取次、代理及

び受託業務 

11．前号に規定する商品の原材料、製品及び加工品の売買、売買の媒介、取次、代理及び輸出入業

務 

12．商品投資に係る事業の規制に関する法律に規定する商品投資販売業 

13．海外の商品取引所における上場商品（商品指数、オプションを含む）の売買、取次、代理及び

受託業務 

14．金融先物取引法の適用を受ける金融先物取引の売買、取次、代理及び受託業務 

15．通貨の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 

16．譲渡性預金の販売の媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 

17．金銭債権の売買、及びその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 

18．損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 

19．外国為替及び外国貿易法における外国為替取引等に係る通貨及び金融商品の売買ならびに売買

取引の受託、取次業務 

20．インターネットを利用した前各号の業務 

21．投資顧問業および投資一任契約に係る業務 

22. 投資信託業および投資法人資産運用業 

23. 金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売り渡し担保その他の方法により金

銭の交付又は金銭の授受の媒介を含む)にかかる業務 

24. 自己の所有する不動産の賃貸 

25. 前各号に附帯する業務 

注）上記のうち、      線部分の事業は現在行っておりません。 
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④ 事業の内容（平成20年3月31日現在、追加情報参照をご参照ください） 
 
（１）経営組織図は次のとおりです。 
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（２）業務の内容 

 当社は、金融商品取引法に基づく各種有価証券の売買並びに先物取引（有価証券指
数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引等）の業務と商品
取引所法に基づき設置する商品市場に上場されている各種商品の売買並びに先物取引
（商品先物取引、現金決済取引及びオプション取引。以下「商品市場における取引」
という。）について、顧客の委託を受けて執行する業務（以下「受託業務」という。）
及び自己の計算に基づき売買執行する業務（以下「自己売買業務」という。）を主た
る業務としております。 

 （ａ）主たる業務 
イ.第一種金融商品取引業 
第二種金融商品取引業 
証券業付随業務 
[登録番号：関東財務局長（金商）第148号（平成19年9月30日）] 

ロ.商品市場における取引の受託業務 
当社は、商品取引所法第190条第１項に基づき、農林水産大臣及び経済産業大臣
から商品取引受託業務の許可を得た商品取引員であり、下記の商品市場の受託
会員として、当該商品市場における取引の受託業務を行っております。 

      〔許可番号：農林水産省指令16総合第1870号平成17・03・16 商 第１号〕 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

注） ○：受託業務 
（注）１．東京穀物商品取引所は平成１９年１１月３０日に脱退いたしました。 

 
（ｂ）従たる業務 

イ．商品市場における石油の現物取扱 
商品市場における石油取扱い並びに決済された石油の現物受渡業務を行ってお
ります。 

 
ロ．商品投資販売業務 
  商品投資に係る事業の規制に関する法律第３条の規定に基づき、商品投資に係る
事業の規制に関する法律施行令第７条第２項各号に掲げる法人として商品投資販
売業を営む許可を金融庁、農林水産省、経済産業省より受けております。 
 [許可番号：金農経（１）第120号] 
 

    
市 場 名 

 
 
取 引 所 

貴

金

属 
ゴ

 

ム 

石

油 

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム 

上 場 商 品 名 

○    金、銀、白金、ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ 

 ○   ゴム燻煙シート(RSS) 

   ○ アルミニウム 
東京工業品取引所 

  ○  ガソリン、灯油、原油、軽油 

中部大阪商品取引所   ○  ガソリン、灯油、軽油 
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⑤ 営 業 所 の 状 況 
 

平成２０年３月３１日現在 
 

名 称 所   在   地 電話番号 

本 店 東京都中央区新川一丁目21番２号 茅場町タワー 03-5541-7887 

京 都 支 社 京都市中京区烏丸通御池上る二条殿町538番地 075-222-1001 

大 阪 支 店 大阪市中央区南船場一丁目18番17号 商工中金船場ビル 06-4705-6701 

名古屋支店 名古屋市中村区名駅三丁目22番８号 大東海ビル 052-564-0051 

札 幌 支 店 札幌市中央区北一条西二丁目1番地 札幌時計台ビル 011-221-1375 

（注）名古屋支店は、平成19年５月１日に移転いたしました。 

 

⑥ 財 務 の 概 要 
 
決算年月   平成20年3月期 

 
(a) 資本金 1,558,250千円 

(b) 純資産額 ※1 7,439,600千円 

(c) 総資産額 18,131,229千円 

(d) 営業収益 

(うち受取委託手数料) 

2,741,682千円 

(2,222,766千円) 

(e) 経常損失 495,775千円 

(f) 当期純損失 2,520,220千円 

＊ １ 純資産額は、商品取引所法第２１１条第４項以外において準用する同法第９９条第７項

に基づく施行規則第３８条の規定により算出しております。                

 

 

⑦ 発 行 済株式総数 
24,926,500株 （平成２０年３月３１日現在） 

（注）当社の株式は、非上場であり、かつ店頭登録もしておりません。 
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⑧ 主 要 株 主 名 

（平成20年3月31日現在） 

氏 名 又 は 名 称 住 所 又 は 所 在 地 所有株式数 

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合 

  千株 ％ 

全国保証株式会社 東京都千代田区大手町2-1-1 6,514 26.1 

ばんせいホールディング投資事業組

合 

東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ﾂｲﾝﾀ

ﾜｰ本館１０階 
4,500 18.0 

有限会社西村興産 東京都渋谷区大山町22-16 1,900 7.6 

ジャフコ・ジー九（ビー）号投資事業

有限責任組合 
東京都千代田区丸の内1-8-2 965 3.8 

ジャフコ・ジー九（エー）号投資事業

有限責任組合 
東京都千代田区丸の内1-8-2 845 3.3 

西 村  今朝男 ― 530 2.1 

りそなキャピタル株式会社 東京都中央区京橋1-3-1 400 1.6 

古 川  修 己 ― 320 1.2 

三 原  博 之 ― 320 1.2 

丸 山  喜代三 ― 320 1.2 

         計  16,614 66.1 

※ 個人株主の住所については個人情報保護の観点から非公開としております。 
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⑨  役 員 の 状 況 
  

 
役 名 及 び 

職 名 

 氏   名 

生 年 月 日 

所  有 

株 式 数 

代表取締役社長 
藤 井 史 郎 

昭和 17 年 1 月 9 日 
千株 

     300 

取締役副社長 
村 上 豊 彦 

昭和 31 年 11 月 18 日 289 

取 締 役 
多 田 豊 

昭和 31 年 11 月 1 日 90 

取 締 役 
西 山 靖 

昭和 39 年 9 月 2 日 ― 

取 締 役 

（ 非 常 勤 ） 

石 川 英 治 

昭和 39 年 9 月 20 日 ― 

取 締 役 

（ 非 常 勤 ） 

萬 尾 重 美 

昭和40年7月25日 ― 

常 勤 監 査 役 
小 河 泰 雄 

昭和 19 年 2 月 7 日 50 

監 査 役 

（ 非 常 勤 ） 

松 田 勉 

昭和 30 年 10 月 1 日 ― 

監 査 役 

（ 非 常 勤 ） 

御 園 博 之 

昭和 39 年 12 月 6 日 ― 

 
 
（注）１．取締役石川英治および萬尾重美の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締

役であります。 
２．監査役松田勉および御園博之の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役

であります。 

３．常勤監査役小河泰雄氏は、８年間大手銀行の主計業務を担当しており、財務およ

び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。  

４．取締役石川英治氏は、平成20年3月31日をもって辞任いたしました。 

５．上記以外で、取締役海生裕明氏は、平成19年9月30日をもって、監査役生島満氏

は平成19年６月25日の定時株主総会をもって辞任いたしました。 

６．所有株式の千株未満は切捨てて表示しております。
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⑩ 従 業 員 の 状 況 （平成20年3月31日現在） 
  

男  女  別  

総 計 
男 女 

営業部門に属す

る職員 

営業部門に属さ

ない職員 

職  員  数（人）  174人 138人 36人 94人 80人 

平 均 年 齢（歳） 39歳 41歳 32歳 40歳 36歳 

平均勤続年数（年） 8年6ヶ月 9年7ヶ月 4年9ヶ月 10年1ヶ月 6年10ヶ月 

登録外務員数（人） 81人 77人 4人 55人 26人 

（注）１．平均年齢及び平均勤続年数は、月未満を切り捨てて表示しております。 
   ２．登録外務員数は、商品市場への登録数を記載しております。 
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２．営 業 の 状 況 

 
① 営 業 方 針 
当社は、次の５項目を遵守し、お客様に対して金融商品の適切な勧誘を行ないます。 

１．お客様の知識や経験及び財産の状況に応じた、適切な金融商品をお勧めいたします。 

２．お客様ご自身の判断と責任でお取引いただくため、商品内容やリスク内容など重要

な事項を十分にご理解していただけるよう、説明に努めます。 

３．法令、諸規則を遵守することはもちろん、断定的判断を申し上げたり、事実でない

情報を提供するなど、お客様の誤解を招くような勧誘はいたしません。 

４．お客様にとって不都合な時間帯やご迷惑な場所などで勧誘を行なうことは致しませ

ん。 

５．本勧誘方針に沿った適正な勧誘を行なうために、研修体制の充実や社内ルールの整

備、内部管理体制の強化に努めます。 

 

② 当社及び当業界を取り巻く環境  
当期におけるわが国経済は、円安やBRICs諸国の経済成長を背景とした輸出関連企業を

中心に企業業績は堅調に推移し、景気は緩やかな拡大を続けました。日経平均株価も期

初から６月下旬までは緩やかな上昇を続け、高値18,297円を付けました。しかし、８月

以降、米国のサブプライムローン問題に端を発した国際的な金融不安や、原油価格・素

材価格などの上昇により、日経平均株価は下降トレンドに入りました。今年に入っても

サブプライムロ一ン問題により世界の大手金融機関が大きな損失を計上し続けた影響で、

安値11,691円まで下げ、３月末の日経平均株価は12,525円まで戻して取引を終了いたし

ました。 

 

 

 

③ 営業の経過及び成果 
お客様の幅広いニーズに応えるべく営業員の資質向上にカを入れました。また、市況

に左右されない営業方針を打ち立て、投資信託の販売、独自の金融商品の開発や提供の

中で、外貨建債券や船舶投資ファンドの私募を取扱うなど募集物に注力し、新しい営業

基盤の構築に努めました。 

 また、外国為替証拠金取引事業においては独自のサービスをスタートし、資本市場事業

では、国内のみならず海外の市場への上場支援業務を開始するなど、顧客層拡大に努め

ました。 

しかしながら、商品取引業務の大幅な縮小により、営業収益は、前期比10.2%減の

2,741,682千円となり、また、昨年に引き続き経費削減策を遂行し、大幅な改善をいたし

ましたが、過渡期の影響により、経常損益は、495,775千円の損失を計上することとなり

ました。 

当期純損益は、貸倒引当金の設定を余儀なくされたこと、また、株式相場下落に伴う

投資有価証券の評価損および繰延税金資産の取崩しを計上したこと等により、2,520,220

千円の損失を計上する結果となりました。 
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[ 商 品 事 業 ]   
当期の商品先物市場は、昨年後半より株式相場とドル相場が下落する中、海外ではインフレヘッ

ジとしての買い物が集まり貴金属、エネルギー、穀物ともに騰勢を強める相場展開となりました。

しかし、国内では、法改正などによる規制強化の影響や他の金融商品の動向による投資マネーの

流出の影響などを受けて出来高が伸びず、また、商品取引員の脱退が相次ぐなど、業界全体が低

迷を余儀なくされました。 

このような環境の中、当社は、現在当事業の縮小を行っており、営業収益は前期比68.2%減の

322,040千円となりました。 

 

 

（a）受取手数料                   (単位：千円) 

 

 
          期別 
商品市場名 

第 60 期 
自 平成 19年 4 月 1 日 
至 平成 20 年 3月 31 日 

商品先物取引 
農産物市場 
貴金属市場 
アルミニウム市場 
ゴム市場 
石油市場 
その他 

 
       ３４，６３６ 

６５，８００ 
        ２，３０３ 

２８，０８４ 
１９７，１８１ 

６４ 

合 計 ３２８，０７０ 

（注） １．消費税は含まれておりません。 

２．千円未満は切り捨てて表示しております。 
 

 

（b）売買損益                         (単位：千円) 

 

 
          期別 
商品市場名 

第 60 期 
自 平成 19年 4 月 1 日 
至 平成 20 年 3月 31 日 

商品先物取引 
農産物市場 
貴金属市場 
ゴム市場 
石油市場 

 
△ ５４１ 
△ ３６ 
△ ２３ 

△ ３２６ 

小 計 △９２４ 

商品売買損益 △５，１０６ 

合 計 △６，０３０ 

（注）１．消費税は含まれておりません。 

２．千円未満は切り捨てて表示しております。 
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（c）売買高                         (単位：枚) 

 

第 60 期 
自 平成 19年 4 月 1 日 
至 平成 20 年 3月 31 日 

 
          期別 
商品市場名 

委 託 自 己 合 計 

商品先物取引 
農産物市場 
貴金属市場 
アルミニウム市場 
ゴム市場 
石油市場 

 
７９，６９４ 
７２，０２０ 

６６５ 
６８，８９０ 

１８４，７４６ 

 
３９２ 
５２ 
― 
６ 

３５９ 

 
８０，０８６ 
７２，０７２ 

６６５ 
６８，８９６ 

１８５，１０５ 

合 計 ４０６，０１５ ８０９ ４０６，８２４ 

（注）受渡しによる決済数量は含まれておりません。 
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［ 証 券 事 業 ］ 
当期の株式市場は期初からのジリ高が６月下旬まで続きましたが、世界的にサブプラ

イムローン問題が大きな暗雲となり、日本株市場もその影響により夏以降は下落が続き

ました。しかし、このような状況の中で、当社は、営業員がそれぞれのお客様に対して

幅広いコンサルティング営業を行えるよう社員研修にカを入れ、目本テクニカルアナリ

スト協会の検定テクニカルアナリスト12名で国内トップの合格者数を出すなど、営業員

の資質向上に努めました。また、株式市場が低迷した下半期は、株式営業から投信およ

び債券営業に軸足を置いて、預り資産の増大を図るべく外貨建債券販売に注力いたしま

した。また、新たな取扱商品として船舶投資ファンドのメザニン債の私募の取扱いを行

いました。その結果、営業収益は前期比19.1%増の2,188,513千円を計上することができ

ました。 

なお、９月末には金融商品取引法が施行され、新たな法規制の下、コンプライアンス

意識のさらなる徹底を図りました。 

 

〔営業収益の内訳〕                       (単位：千円) 

 

 
          期別 
内訳 

第 60 期 
自 平成 19年 4 月 1 日 
至 平成 20 年 3月 31 日 

委託手数料 
株式 
債券 
その他 

 
６６７，６７４ 

８７９ 
 ６６，２００ 

小 計 ７３４，７５５ 

募集・売出しの取扱手数料 
  株式 
  債券 
  その他 

 
３９９ 

３６９，３８８ 
８１，６５３ 

小 計 ４５１，４４２ 

その他の受取手数料 ５０９，０９９ 

受 取 手 数 料 計 １，６９５，２９７ 

トレーディング損益 ３５３，５６２ 

金融収益 １３９，６５４ 

営 業 収 益 計 ２，１８８，５１３ 
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［その他事業］ 
その他の事業のうち、外国為替証拠金取引においては、様々な広告等に取り組み、ま

た、1月より店頭外国為替証拠金取引事業『FX-FACTORY』を開始し、口座数および預り資

産の増大に努めました。その結果、その他の事業における営業収益は前期比14.0%増の

231,128千円を計上することができました。 

 

〔営業収益の内訳〕                       (単位：千円) 

 

 
          期別 

内訳 

第 60 期 
自 平成 19年 4 月 1 日 
至 平成 20 年 3月 31 日 

その他事業受取手数料 
商品ファンド関連手数料 
外国為替証拠金取引 
その他 

 
５３，０２６ 
１４３，２６５ 
 ３４，８３４ 

その他事業受取手数料計 ２３１，１２８ 

 

 

④ 対 処 すべき課題 
現在市場経済化が加速する中、わが国の金融・資本市場においては、「貯蓄から投資

へ」のスローガンのもと、市場の担い手としての証券会社の役割と責任は、これまで以上

に大きくなりました。昨年９月の金融商品取引法の施行により、コンプライアンス・内部

統制面でも一段と厳正な対応が求められる状況にあります。 

このような環境の中で、当社は今期“創業100周年”を迎え、名実共に証券営業を中心と

した証券会社として生まれ変わります。特に、他社との差別化を徹底すべく、独自のネッ

トワークを駆使し、営業収益の多様化を図り、市況に左右されない安定収益基盤の構築を

目指します。その一方で、社員ひとりひとりのコンプライアンス意識を高めるべく、指

導・教育を徹底し、また、内部統制への取り組みについては、プロジェクトチームを中心

に体制の整備を徹底して参ります。さらには、キャッシュフロー重視の経営のもと、財務

体質を強化しながら、黒字体質の定着化を図り、“創業100周年”を迎える今期を当社の新

たな「証券元年」として企業価値向上に努めてまいります。 
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⑥ 外務員の登録状況 
 

 期    首 
 登録外務員数 新規登録数 登録抹消数  期    末 

 登録外務員数 

117名 ―名 36名 81名 

 
       

⑦ 委託者に関する事項 
 

 

 
 

期     首 
委 託 者 数 新規委託者数 期     末 

委 託 者 数 

1,682名 ―名 304名 
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「⑧ 苦情、紛争、訴訟に関する事項」の開示様式 
     
(a) 顧客等が提起したもの 
 

当 該 年 度 中 の 解 決 案 件 当 該 年 度中の未解 決案件  
苦  情 
 
相 互 の 話
合 い に よ
る解決 

紛  争 
 
紛 争 処 理
機 関 で の
解決 

訴  訟 苦  情 
 
相 互 に 話
合い中 

紛  争 
 
紛 争 処 理
機 関 で 処
理中 

訴  訟 

当該年度に新
規に発生した
案件の件数 
    18件 

14件 ０件 ０件 ２件 １件 １件 

前年度から継
続している案
件の件数 
    30件 

18件 ０件 10件 ０件 ０件 ２件 

合計  48件  32件 ０件 10件 ２件 １件 ３件 
 
(注) 1．苦情とは、受託等業務に関し、顧客等から当社に対して異議、不平、不満等が表明さ

れ、又は紛争処理機関に相互の話合いによる解決の申出があったものをいう。  
2．紛争とは、受託等業務に関し、顧客等の異議、不平、不満等に起因する当社と顧客と
の主張の相違や対立が具体化し、顧客等から紛争処理機関にあっせん等の申出があった
ものをいう。      
3．紛争処理機関とは、日商協、商品取引所、主務大臣が指定する団体、消費者基本法又 
は弁護士法の規定によるあっせん機関等をいう。     
4．訴訟とは、裁判所に顧客等から提訴があったものをいう。    
5．一つの案件が苦情、紛争又は訴訟に重複して該当する場合には、最終時点の状態を記 
載している。例えば、苦情申出後に紛争に移行した場合には、苦情では記載せず紛争に
記載し、苦情、紛争を経て訴訟に移行した場合は、苦情、紛争では記載せず訴訟で記載
している。         
6．(c)表に記載する事案はこの表の件数には含めない。  

 
(ｂ) 当社が提起したもの 
 

当 該 年 度 中 の 解 決 案 件 当 該 年 度中の未解 決案件  

紛   争 訴   訟 紛   争 訴   訟 

当該年度に新

規に発生した

案件の件数 

    ０件 

０件 ０件 ０件 ０件 

前年度から継

続している案

件の件数 

    ０件 

０件 ０件 ０件 ０件 

合計  ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 
（ 注） ( c )表に記載する事案はこの表の件数には含めない。 
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(ｃ) 双方が提起したもの 

 

当 該 年 度 中 の 解 決 案 件 当 該 年 度中の未解 決案件  

訴   訟 訴   訟 

当該年度に新

規に発生した

案件の件数 

    ０件 

０件 ０件 

前年度から継

続している案

件の件数 

    ２件 

１件 １件 

合計  ２件 １件 １件 
（ 注） 双方が提起したものとは、同一の事案について顧客及び当社がそれぞれ相手方に対して

訴訟（ 反訴を含む） を提起したものをいう。 

 

(ｄ) 値合金処理に関するもの 

 

当 該 年 度 中 の 解 決 案 件 当 該 年 度中の未解 決案件  

事務処理ミス システム障害 事務処理ミス システム障害 

当該年度に新

規に発生した

案件の件数 

    ０件 

０件 ０件 ０件 ０件 

前年度から継

続している案

件の件数 

    ０件 

０件 ０件 ０件 ０件 

合計  ０件 ０件 ０件 ０件 ０件 
（ 注） 1. 事務処理ミスとは、委託者の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること

をいう。 

2. システム障害とは、電子情報処理組織の異常により、委託者の注文の執行を誤るこ

とをいう。 
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３．経 理 の 状 況 

① 貸 借 対 照 表（平成20年３月31日現在）       
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② 損 益 計 算 書 

  
平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで 
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③ 株主資本等変動計算書 

 
自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月 31日 
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④個 別 注 記 表 
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⑤ 監査に関する事項 

 このディスクロージャー資料のうち、貸借対照表、損益計算書、個別注記表については、会
社法に基づき会計監査人の監査を受けております。 

 

⑥ 財 務 比 率 
 

（平成20年３月31日現在） 

（ａ）純資産額規制率 ［純資産額（*1）／リスク額（*1）×100］ 21,026.85%

（ｂ）純資産額資本金比率 ［純資産額／資本金×100］ 477.43%

（ｃ）自己資本資本金比率 ［自己資本／資本金×100］ 469.45%

（ｄ）自己資本比率 ［自己資本／総資本×100］ 40.35%

（ｅ）修正自己資本比率 ［自己資本／総資産額(*2)×100］ 49.49%

（ｆ）負債比率 ［負債合計額／純資産額（*3）×100］ 145.39%

（ｇ）流動比率 ［流動資産額／流動負債額×100］ 148.70%

諸　　　　　項　　　　　目 比　率
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